
第５号議案 

 

会計規程の変更について 

（案） 

 

１．電気事業法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正に伴い、

供給促進交付金交付業務等の新たな業務の追加等に対応するため、勘定区分、資金の調達

及び運用の規定の変更等を行う必要があることから、会計規程（別紙１）を変更する。 

 

（勘定区分） 

 ・広域系統整備交付金交付業務 

・法第２８条の４０第１項第８号の２に掲げる業務（供給促進交付金交付業務、調整交

付金交付業務、系統設置交付金交付業務及び納付金徴収業務） 

・法第２８条の４０第１項第８号の３に掲げる業務（解体等積立金管理業務） 

・法第２８条の４０第２項第１号に掲げる業務（災害等扶助交付金交付業務） 

・法第２８条の４０第２項第２号に掲げる業務（入札業務） 

・前各号に掲げる業務以外の業務 

 （資金の調達及び運用） 

  ・資金の借入及び広域的運営推進機関債の発行 

・余裕金の運用 

・解体等積立金及び納付金の運用 

 

２．１．の会計規程の変更について、理事会にて議決された後、広域的運営推進機関の財務

及び会計に関する省令第１６条第２項の規定に基づき、別紙２により経済産業大臣に対し、

承認申請を行う。 

 

 

以 上 

 

 

【添付資料】 

別紙１：会計規程変更案 新旧対照表 

別紙２：会計規程変更承認申請書 

 



（別紙１）

変更前（変更点に下線） 変更後（変更点に下線） 備考

平成２７年４月２８日施行 平成２７年４月２８日施行
平成２８年４月　１日変更 平成２８年４月　１日変更
令和　元年７月　１日変更 令和　元年７月　１日変更
令和　３年６月３０日変更 令和　３年６月３０日変更

令和  　年　月　　日変更 ・変更日を追記。

会計規程 会計規程

第１章    総則 第１章    総則
（勘定区分） （勘定区分）
第５条 本機関の経理は、資産、負債及び純資産並びに収益、費用を明らかにするた
めに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、法第２８条の５１及び省令第２条第２項
の規定により、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し経理するものとする。

第５条 本機関の経理は、資産、負債及び純資産並びに収益、費用を明らかにするた
めに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、法第２８条の５１及び省令第２条第２項
の規定により、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し経理するものとする。

（１）　（略） （１）　（略）

（新設）
（２）　法第２８条の４０第１項第８号の２に掲げる業務（供給促進交付金交付業
務、調整交付金交付業務、系統設置交付金交付業務及び納付金徴収業務をいう。）

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴い追加

（新設）
（３）　法第２８条の４０第１項第８号の３に掲げる業務（解体等積立金管理業務を
いう。）

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴い追加

（２） 法第２８条の４０第２項の規定に基づき行う業務（災害等扶助交付金交付業
務をいう。）

（４）　法第２８条の４０第２項第１号に掲げる業務（災害等扶助交付金交付業務を
いう。）

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴う変更

（新設） （５）　法第２８条の４０第２項第２号に掲げる業務（入札業務をいう。）

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴い追加

（３）　前２号に掲げる業務以外の業務 （６）　前各号に掲げる業務以外の業務

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴う変更

２　（略） ２　（略）

第３章　予算及び資金 第３章　予算及び資金

（新設） （資金の調達及び運用）

・電気事業法及び広域
的運営推進機関の財務
及び会計に関する省令
の改正に伴い追加

第１４条 本機関は、法第２８条の５２第１項に規定する金融機関その他の者からの
資金の借入れ（借換えを含む。）をし、又は広域的運営推進機関債の発行（広域的運
営推進機関債の借換えのための発行を含む。）をする場合には、同項の規定により、
事前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。

２ 本機関は、法第２８条の５４に規定する方法により、業務上の余裕金の運用を行
うことができる。

会計規程変更案 新旧対照表



変更前（変更点に下線） 変更後（変更点に下線） 備考

３ 本機関は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３
年法律第１０８号）第１５条の１５及び第４１条に規定する方法により、解体等積立
金及び納付金の運用を行うことができる。

第４章　金銭の出納 第４章　金銭の出納

第１４条　～　第１９条　（略） 第１５条　～　第２０条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第５章　契約 第５章　契約

第２０条　～　第２７条　（略） 第２１条　～　第２８条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第６章　資産 第６章　資産

第２８条　～　第３２条　（略） 第２９条　～　第３３条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第７章　負債及び純資産 第７章　負債及び純資産

第３３条　・　第３４条　（略） 第３４条　・　第３５条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第８章　損益勘定 第８章　損益勘定

第３５条　・　第３６条　（略） 第３６条　・　第３７条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第９章　決算 第９章　決算

第３７条　～　第４０条　（略） 第３８条　～　第４１条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

第１０章　雑則 第１０章　雑則

第４１条　（略） 第４２条　（略）
・第３章予算及び資金
に第１４条を追加した
ことによる変更

（新設）
附則（令和 年 月 日）

この規程は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い
日から施行する。



（別紙 2） 

会計規程変更承認申請書 

広域総第２０２１－●号 

令和４年３月●●日 

 

経 済 産 業 大 臣  殿 

 

電力広域的運営推 進機関 

理 事 長  大 山  力 

住所 東京都江東区豊洲６－２－１５ 

 

 

 

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第１６条第２項の規定に基

づき、会計規程の変更承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更しようとする内容 

  別紙のとおり 

 

２ 変更しようとする年月日 

  令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日 

 

３ 変更しようとする理由 

  電気事業法及び広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の改正に

伴い、供給促進交付金交付業務等の新たな業務の追加等に対応するため、勘

定区分、資金の調達及び運用の規定の修正が必要なため。 

 

 

以 上 



会計規程変更案　新旧対照表 （別紙）

変更前（変更点に下線） 変更後（変更点に下線）
平成２７年４月２８日施行 平成２７年４月２８日施行
平成２８年４月　１日変更 平成２８年４月　１日変更
令和　元年７月　１日変更 令和　元年７月　１日変更
令和　３年６月３０日変更 令和　３年６月３０日変更

令和  　年　月　　日変更
会計規程 会計規程

第１章    総則 第１章    総則
（勘定区分） （勘定区分）
第５条 本機関の経理は、資産、負債及び純資産並びに収益、費用を明らかにするため
に、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、法第２８条の５１及び省令第２条第２項の規
定により、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し経理するものとする。

第５条 本機関の経理は、資産、負債及び純資産並びに収益、費用を明らかにするため
に、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、法第２８条の５１及び省令第２条第２項の規
定により、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し経理するものとする。

（１）　（略） （１）　（略）

（新設）
（２）　法第２８条の４０第１項第８号の２に掲げる業務（供給促進交付金交付業務、
調整交付金交付業務、系統設置交付金交付業務及び納付金徴収業務をいう。）

（新設）
（３）　法第２８条の４０第１項第８号の３に掲げる業務（解体等積立金管理業務をい
う。）

（２） 法第２８条の４０第２項の規定に基づき行う業務（災害等扶助交付金交付業務
をいう。）

（４）　法第２８条の４０第２項第１号に掲げる業務（災害等扶助交付金交付業務をい
う。）

（新設） （５）　法第２８条の４０第２項第２号に掲げる業務（入札業務をいう。）

（３）　前２号に掲げる業務以外の業務 （６）　前各号に掲げる業務以外の業務

２　（略） ２　（略）

第３章　予算及び資金 第３章　予算及び資金

（新設） （資金の調達及び運用）

第１４条 本機関は、法第２８条の５２第１項に規定する金融機関その他の者からの資
金の借入れ（借換えを含む。）をし、又は広域的運営推進機関債の発行（広域的運営推
進機関債の借換えのための発行を含む。）をする場合には、同項の規定により、事前に
経済産業大臣の認可を受けなければならない。

２ 本機関は、法第２８条の５４に規定する方法により、業務上の余裕金の運用を行う
ことができる。

３ 本機関は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年
法律第１０８号）第１５条の１５及び第４１条に規定する方法により、解体等積立金及
び納付金の運用を行うことができる。

第４章　金銭の出納 第４章　金銭の出納

第１４条　～　第１９条　（略） 第１５条　～　第２０条　（略）

第５章　契約 第５章　契約

第２０条　～　第２７条　（略） 第２１条　～　第２８条　（略）



会計規程変更案　新旧対照表 （別紙）

変更前（変更点に下線） 変更後（変更点に下線）
第６章　資産 第６章　資産

第２８条　～　第３２条　（略） 第２９条　～　第３３条　（略）

第７章　負債及び純資産 第７章　負債及び純資産

第３３条　・　第３４条　（略） 第３４条　・　第３５条　（略）

第８章　損益勘定 第８章　損益勘定

第３５条　・　第３６条　（略） 第３６条　・　第３７条　（略）

第９章　決算 第９章　決算

第３７条　～　第４０条　（略） 第３８条　～　第４１条　（略）

第１０章　雑則 第１０章　雑則

第４１条　（略） 第４２条　（略）

（新設）
附則（令和 年 月 日）
この規程は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日

から施行する。
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